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ICE は、１，０００社以上の企業を対象に I-9 の監査を開始 

 

ICE（移民関税執行局）は、全米の１，０００社以上の企業を対象に、 

I-9（就労資格確認書）の監査通知を発行した。これは、２００９年７月に

ICE が発行した６５０通以上の I-9 監査通知に追加されるものである。

ICE は、今回の監査が、主に国家安全保障と公安に関わる「重要な経

済基盤」産業に携わる企業を対象とすることを指摘した。ICE の代表者

の一人によれば、「重要な経済基盤」産業に携わる企業とは、少なくとも      

１００，０００ドル以上の政府契約を結んでいる農産物加工会社、食品サ

ービス会社、運送会社、発電会社、および軍需産業などである。 
 

新たに発行された通知には、従来の I-9 監査に要求されている書類

に加えてさらに数多くの書類提出が要求されているように見受けられる。

過去の I-9 監査では、フォーム I-9 の原本、給与台帳、連邦および州の

賃金税納税申告書などの提出が雇用者に要求されていたが、今回の監

査通知では、独立請負業者や、社会保障庁（SSA）からの「不一致」通知、

USCIS（米国市民権移民サービス）や DOL（米国労働省）に提出した嘆

願書の写し、会社文書および I-9 手続に関わる会社規則についての情

報も要求されている。ICE は、企業に対しこれらの情報および証拠書類

の提出を ICE からの召喚状を受理してから３営業日以内に提供するよう

に要求している。監査の対象となった企業のリストは発表されていない

が、いくつかのオンライン新情報源からの報告によれば、テキサス州で

は少なくとも１６０社、カリフォルニア州では少なくとも１５０社、イリノイ州

では少なくとも２４社がその対象に挙げられているとのことである。 
 
SEVP は、MAVNI プログラム実施についての案内を発表 

 

ICE 下の SEVP（学生交換訪問者プログラム）は、MAVNI（国家利益

のための軍隊入隊プログラム）の実施について規則案内を発行した。

SEVP は、MAVNI プログラムを通して米国軍に入隊する学生のいる学

校に対して本案内を提供した。 
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MAVNI プログラムでは、現在適法に米国に滞在する特定の非米国市民が、軍隊に入隊するのを許可されるだけ

でなく、適法な永住資格の取得というステップを踏まずに直接米国市民権の申請を行うことも許される。MAVNI プ

ログラムでは、不可欠な技術を有する適法な外国人（例えば、医者、看護士、文化的背景を有する特定の語学堪

能者など）が、少なくとも４年間の契約現役語学新兵として、または最低３年間現役（または６年間米国陸軍予備

兵）の医療従事者として入隊することが許される。外国人は、入隊直前までの少なくとも２年間、有効な非移民ビザ

資格を保持し、かかる２年間米国を９０日間以上離れていてはならない。陸軍と海軍は現在 MAVNI プログラムに

参加している。本プログラムの募集数は１０００人、締め切りは２００９年１２月末となっているが、延長が予測されて

いる。 
 

（本記事についての詳細は、当事務所の英語ウエブサイトをご参照ください。） 
 

USCIS は、H-1B の枠内申請についての最新情報を発表 

 

USCIS（米国市民権移民サービス）は、H-1B 枠内申請についての最新情報を発表した。２００９年１１月２７日付

けで、H-1B 枠での申請数は、約５８，９００件であることを指摘した。２０１０年会計年度（２００９年１０月１日から   

２０１０年９月１日まで）における H-1B の発行枠は６５，０００件である。以前にも指摘したように、米国で大学院以上

の学位を取得した外国人を対象とする２０，０００人の別枠は、上限に達した。２００９年１１月１３日付けの発表から

１１月２７日までの１週間で約２，０００件の嘆願が受理されたようである。このペースでいくと、２０１０年会計年度の

H-1B 発行枠は、２００９年１２月末には上限に達する可能性がある。２０１０年会計年度の H-1B 発行制限が上限

に達した場合、２０１１年度会計年度（２０１０年１０月１日開始）における H-1B の嘆願提出が可能になるのは、早く

ても２０１０年４月になるであろう。 
 

ICE は、米国の大学に通学する外国人留学生数が過去最高であることを報告 

 

ICE（移民関税執行局）は、米国の大学に通学する外国人留学生数が過去最高であることを報告した。報告に

よれば、２００８年の学年度における過去最高の留学生数６２３，８０５人を７％も上回っているとのことである。その

内訳は、インドからの留学生が１３％、中国が２０％、韓国が１１％の増加となっている。外国人留学生が最も多い

大学の上位５校は、上から順に、カリフォルニア大学、ニューヨーク大学、コロンビア大学、イリノイ大学（シャンペ

ーン・キャンパス）およびパーデュ大学となっている。３年以上前から始まった外国人留学生の増加の原因は、米

国の学生ビザ制度の警備と、世界中から最高の頭脳を求人するという伝統保持との釣り合いを目的とした「門戸

開放」政策によるものであると指摘されている。 
 

HIV が米国入国却下の根拠から除外される 

 

２００９年１１月２日、HHS（米国保健・社会福祉省）は、重大な公共衛生上の伝染病リストから HIV を除外する

最終規則を発表した。かかる最終規則が発効するのは２０１０年１月４日である。本規則の発効後は、HIV は米国

への入国却下の根拠にはならない。さらに、HIV テストは、適法な永住権者に義務付けられた慣例の身体検査か

らは除外される。 
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USCIS は、永住権の申請者が HIV という理由だけで永住権を却下される場合、かかる最終規則が実施される

まで一時未決にすべきであるという覚書を発表した。しかしながら、２０１０年１月４日までは、HIV テストは、永住権

手続の一環であるため、HIV の患者は、かかる新規則が発足するまで滞在資格の変更手続を延期したほうがよい。

ただし、新規則が発足した後も、申請者は全員（HIV の患者も含めて）、生活保護者になる可能性がないことを証

明しなくてはならない。USCIS は、申請者本人の健康も含めて、その人物が生活保護者になるか否かを判断する

ために様々な要素を考慮することが許されている。 
 

USCIS は、LCA が未認可の H-1B の申請を２００９年３月まで受理 

 

前回の週刊ビジネス移民法ニュースで、USCIS（米国市民権移民サービス）の行政査察官が、USCIS に対し、

DOL に労働条件申請書（LCA）を適宜に提出したという裏付があれば、一時的に H-1B 嘆願を受理するという従

前の方法を復活させること、また DOL が不適切に LCA を却下したことを証明できれば、H-1B の嘆願提出が遅れ

ても一時的に受諾することを正式に提案したと報告した。これを受けて、USCIS は、１１月５日から２０１０年３月４日

までの１２０日間、DOL による LCA の認可がなくても H-1B の嘆願申請を一時的に受け付けることを発表した。た

だし、LCA を DOL に提出してから７日以内に嘆願提出を行い、その裏付書類があるものに限る。USCIS は、DOL
が嘆願者および雇用主宛に送付した LCA の受理に関する E メールによる通知の写しのみを裏付書類として受け

付ける。 
 

DOS は、２００９年１２月号ビザ・ブリテンを発表－雇用に基づく移民ビザ・カテゴリーのほとんどで進展なし 

 

DOS（米国国務省）は、２００９年１２月号ビザ・ブリテンを発表した。先月号のビザ・ブリテンと同様、雇用に基づ

く移民ビザ・カテゴリーのほとんどで進展がない。 
 

以下は、２００５年１０月の後退から現在までの嘆願申請の受付開始可能日の状況を示したものである。 
 

 2005 年 10 月 2007 年 12 月 2008 年 6 月 2009 年 9 月 2009 年 10 月 2009 年 11 月 2009 年 12 月 

EB-3 世界 03/01/01 09/01/02 03/01/06 U 06/01/02 06/01/02 06/01/02 

EB-2 中国 05/01/00 01/01/03 04/01/04 01/08/05 03/22/05 04/01/05 04/01/05 

EB-3 中国 05/01/00 10/15/01 03/22/03 U 02/22/02 06/01/02 06/01/02 

EB-2 インド 11/01/99 01/01/02 04/01/04 01/08/05 01/22/05 01/22/05 01/22/05 

EB-3 インド 01/01/98 05/01/01 11/01/01 U 04/15/01 04/22/01 05/01/01 

EB-3 その他 10/01/00 10/01/01 01/01/03 U C 06/01/01 06/01/01 

 

（本記事についての詳細は、当事務所の英語ウエブサイトをご参照ください。） 
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DOL は、PERM および H-B プログラムについての統計を発表 

 
DOL（米国労働省）は、２００９年６月３０日期四半期の統計を発表した。それによると、提出してから６ヶ月以内

の PERM 申請のうち、現在処理しているのはその１７％に過ぎない。これは、提出してから６ヶ月以内の PERM 申

請のうち、その９４％を処理していた２００８年６月期の四半期統計と比べ大幅な減少である。この原因は、米国の

経済状況の悪化により、米国労働者を保護し、制定法上の信頼性を満たすための活動を増やしたためである。 
 

DOL は、２００９年６月３０日期四半期において、LCA（労働条件申請書）の９９．１１％は提出されてから７日以

内に処理したことを指摘した。これは、２００８年６月３０日期の四半期と比べ、０．８７％の減少である。このデータは、

主に従来の LCA システムに基づいている。次の四半期報告では、LCA の処理に最近導入された iCert システム

の問題により大幅な減少が見込まれる。 
 

DOL は、新たな iCert システムが PERM に導入されるのは２０１０年７月からであると指摘した。それまでは、雇

用主は現在のシステムを使用できる。 
 

USCIS の行政査察官は、特定の H-1B 嘆願申請のために LCA を一時的に受諾することを提案 

 

２００９年１０月２３日、USCIS（米国市民権移民サービス）の行政査察官は、H-1B の嘆願者が、嘆願に必要な

LCA（労働条件申請書）の認可を DOL（米国労働省）の iCERT システムを通して発行してもらうのに困難が生じ

た場合、そのニーズを一時的に融通するように USCIS に正式に要請した。USCIS の行政査察官は、かかる問題

に対し独自の分析を行い、問題を緩和させるための変更を提案している。 
 

H-1B の嘆願者は、LCA を提出し DOL に認可してもらわなければならない。２００９年４月１５日から運営を開始

した DOL の iCERT システムを利用する嘆願者や移民法弁護士は、LCA の認可手続が大幅に遅れたり、間違っ

て却下されたりという問題に遭遇している。DOL と USCIS は、２００９年４月１５日から２００９年８月初頭までに

iCERT システムを利用した LCA の申請のうちその７パーセントに問題が発生（４１，７００件中２，９００件を却下）し

ていることを行政査察官に報告した。その結果、行政査察官は、以下の２つの提案を行った。 
 

１． DOL に LCA を適宜に提出したという裏付があれば、USCIS は一時的に H-1B 嘆願を受理するという

従前の方法を復活させる。 
２． （LCA が認可されないと H-1B の嘆願を提出できないことから）DOL が不適切に LCA を却下したこと

を証明できれば、H-1B の嘆願提出が遅れたことの弁明になる制度を一時的に USCIS が作る。 
 
行政査察官は、これは、USCIS の規則に反するものではなく、以前にも移民局が LCA の手続問題に対処する

ために同様の便宜を図ったことがあると述べた。 
 
オバマ大統領は、４つの移民法関連プログラムを拡張する法案に署名 

 
２００９年１０月２８日、オバマ大統領は、政府関連プログラムの資金を提供する２０１０年会計年度国家安全  

保障省充当金法案（P.L.111-83）に署名し、本法案が発効された。新たに発効された法律により、E-Verify、EB-5、
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「Conrad 30」、および聖職者以外の宗教団体職員に対するプログラムが２０１２年９月３０日まで拡張される。また、

家族や親戚のために永住権を申請した後援者が、かかる永住権の裁定期間中に死亡した場合、その遺族や親

戚の永住権の申請手続を USCIS が完了できるように法律が修正された。本法案は、２００９年１０月１５日に下院で

３０７対１１４の氏名点呼投票で承認され、２００９年１０月２０日に上院で７９対１９の投票で承認された。 
 
 
 
 本記事及びその他の移民法について質問のある方は、エルドン・角田弁護士までご連絡ください。 

E メール：ekakuda@masudafunai.com （日本語可） 
 
 また、当事務所のサービス、弁護士の説明などについて、ご質問、コメント等ございましたら、クライアント・サービ

ス部門の江口 香、または徳吉 史子 (Tel: 312.245.7500）までご連絡ください。 

 

 

移民法部門 

増田・舟井法律事務所の移民法部門は、株式公開会社、非公開会

社、教育機関、非営利団体、及び個人に対し、ビジネス関連の非移民

ビザや移民ビザの申請手続を代理しています。当部門は、米国有数

の規模を誇り、自動車業界、コンピューター・コンサルタント会社、工作

機械、電子、運輸、建築・建設機械、銀行、金融、医療及びハイテク業

界など多岐に渡る企業を代理しています。年間に取り扱うビザの申請

数は２，５００件以上、代理する企業も２７５社に上ります。 

 

増田・舟井法律事務所 

増田・舟井法律事務所は、シカゴ、シカゴ郊外(シャンバーグ)、およ

びロサンゼルスに事務所を構え、米国で事業経営や投資を行う国際

企業を代理しています。当事務所に所属する４５名以上の弁護士た

ちは、会社設立、買収、売却、融資、事業や施設の売却、海外から

の従業員派遣、外国人従業員の採用や管理、製品の流通、販売、

サービス・システムの構築など、事業のあらゆる側面からクライアント

にリーガル・アドバイスを提供しています。 

 

キャサリーン・ゲイバー                 デイン 河野 

エスター・コントレラス                   スティーブン・プロクター 

ブライアン 舟井                         ファズィラ・ベイド 

コーリン 原                                ロバート・ホワイト 

エルドン 角田 
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